
- 1 - 

（議事の要旨） 

開始１４時０１分 

［西田委員長         ］ 

 ただいまから、平成２８年度第１２回教育委員会定例会を開会いたします。 

本日の会議録署名は、髙木委員にお願いいたします。 

 本日の案件は、追加案件も含めまして、議案９件です。 

 なお、議案第６０号及び議案第６１号は公開しない会議とし、会議の最後に審議したい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 

  異議なしと認め、議案第６０号及び議案第６１号は、会議規則第１２条の規定により公

開しない会議として、会議の最後に審議します。  

［西田委員長         ］ 

 それでは、議事に入ります。 

 議案第５３号・第２次日野市学校教育基本構想及び日野市生涯学習推進基本構想・基本

計画に基づく平成２９年度の主要な取り組みの策定について、事務局より提案理由の説明

をお願いします。 

 

○議案第５３号 第２次日野市学校教育基本構想及び日野市生涯学習推進基本構想・基本

計画に基づく平成２９年度の主要な取り組みの策定について 

 

［兼子庶務課長        ］ 

 議案第５３号・第２次日野市学校教育基本構想及び日野市生涯学習推進基本構想・基本

計画に基づく平成２９年度の主要な取り組みの策定について、ご説明申し上げます。 

 提案理由です。第２次日野市学校教育基本構想及び日野市生涯学習推進基本構想・基本

計画に基づき、平成２９年度の主要な取り組みを策定するものでございます。 

 ３ページをご覧ください。 

 日野市教育委員会教育目標に基づき、平成２９年度の主要な取り組みを定めるものでご

ざいます。 

 第２次日野市学校教育基本構想の基本方針の一つ目、かかわりの中で知恵を出し合い、

自立・協働・創造に向けた「２１世紀を切りひらく力」を豊かに育むこと、４ページは、

質の高い教育環境を整え、「次代をつくる特色ある学校づくり」に取り組むこと、５ページ

は、人が豊かに生きるために体験を充実させ、学校、家庭、地域・社会が一体となった「つ

ながりによる教育」を推進すること、この三つの基本方針のもとに、それぞれ四つの柱が

あります。その柱をもとに、それぞれのページの下に記載してあります事業を展開してい

くものでございます。 

 学校教育部門については、以上でございます。 

［木村生涯学習課長      ］ 

 生涯学習部門の主要な取り組みについて、ご説明いたします。  



 ６ページをお開きください。 

生涯学習部門の主要な取り組み（平成２９年度）でございます。  

日野市生涯学習推進基本構想・基本計画に沿った形で分類をさせていただいております。

６ページから７ページにかけまして、この計画の中で視点を三つ、学ぶ、つながる、行動

する、ということで分けておりますので、この分類により取り組みを記載したものでござ

います。それぞれ生涯学習課、中央公民館、図書館、郷土資料館の事業を項目ごとに記載

させていただいております。★の項目については重点取組となっております。 

説明については以上でございます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。  

［西田委員長         ］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたら、お願いいたします。髙木

委員。 

［髙木委員          ］ 

 学校教育部門でいきますと、第２次日野市学校教育基本構想に基づいて、３年目の取り

組みになると思いますが、２９年度については、各基本方針の上に「世の中と結びつきな

がら」というサブタイトルを設けながら、取り組み全体が非常にわかりやすく整理されて

いると感じます。 

また、一方ではサブタイトルの中にありますように、非常に今日的な問題も抱えていま

すので、その辺の取り組みを踏み込んでいきたい、焦点化していきたいという意欲も感じ

ています。教育委員会の中でも学校現場での教育方法について、結構熱い論議もあるので

すけれども、世の中の結びつきというものを考えたときに、やはり地域ですとか家庭の保

護者の皆さんに、この学校部門の主要な取り組みについて、どのように理解し協力を得な

がら、また、ここにもありますように、参加あるいは知恵を出していただくかということ

も、３年目ともなってくると結構、大きなウエートを占めてくると思うのですが、その辺

の進め方、取り組みについて、現時点で考え方があるならば、伺いたいと思っています。

よろしくお願いします。 

［記野教育部参事       ］ 

 第２次日野市学校教育基本構想が３年目ということで、また来年度からの新たな取り組

み、事業の進め方ということで、ご質問いただきました。 

 今回のこの主要な取り組みの、委員からも今お話がありましたように、一番上に「世の

中と結びつきながら」という大きな項目で二つの大きなテーマを設けました。 

読ませていただきます。「“いのち”を感じ “いのち”を伝え合い 生きるよろこび あ

ふれる明日へ」ということと「みなが参加し ともに知恵を出し合い 新たな創造へ」と、

この大きな２本の柱、特に左側に示させていただいたことに関しては、いかにこれから命

ということのテーマに、先ほどありましたように、学校だけではなく、地域、保護者とも

に考え、そして子供たちがどのように生きる喜びを育んで明るい未来に向かって出発でき

るかということであります。 

 その中でも５ページ、基本方針３に示させていただきました（５）ＰＴＡ活動への支援・

協働ということの③に、「いのちのプロジェクトの実施」ということで、来年度の主要な取

り組みということで掲げさせていただきました。  



こちらは保護者、ＰＴＡの代表と学校、小学校・中学校の校長の代表と、そして私たち

事務局の代表ということで、４人でプロジェクトを今後――今のところ考えているところ

は月１回程度――皆さんで議論を重ね、子供たちの命をどのように育み守り、そして力強

く生きていくことができるかということを、具体的な方策を皆さんでディスカッションし

ながらやっていこう、という取り組みでございます。 

 また、右側の「みなが参加し ともに知恵を出し合い 新たな創造へ」という部分に関

しては、今まで日野市が取り組んできた、ひのスタンダード等を基盤にしながら、この基

本方針１（１）で示させていただきました「学ぶ力プロジェクトの推進」、これを重点取組

としてさらに進め、来年度は３年目を迎えるということで、実践それからカリキュラムマ

ネジメントということで、いかに中学校の９年間を見通したカリキュラムを組んでいくか

ということに取り組みを進めて、子供たちの学びを支えるということについて、この２本

のテーマを学校教育部門の主要な取り組みと考えさせていただきました。 

［米田教育長         ］ 

 併せて、髙木委員からお話をいただいたことが今、私たちが一番大事にしようとしてい

るところです。学校の教育活動を学校の中で営んでいく、編成していくということを一歩

進めようと。家庭と一緒に地域と一緒に学校教育活動を、みんなで豊かに創造していこう

ということです。 

命ということについても、学校の活動と家庭の活動と地域の活動と、一体的に子供たち

を包み込むようにして進めていこうと。それから、学校のカリキュラムをつくるときも、

地域のいろいろな知恵をいただきながら、地域のリアリティをいただきながら、その学び

を本当に子供たちが「もっと学びたい」という、そのような力が湧き出てくるような、学

習活動をしていきたいと思っております。 

また、例えば市Ｐ協という、それから、いろいろな地域の方が集まっているところにも

私たち出向いて、今、我々の学びは皆さんと一緒につくっていきたいということをしっか

りと話をしながら、一歩一歩進めていきたいと考えております。 

［西田委員長         ］ 

 髙木委員。 

［髙木委員          ］ 

 ありがとうございました。第２次日野市学校教育基本構想そのものが、今までの学校教

育というと、ともすると学校の先生が主体的になって、任せておけばよいと、家庭の親自

身も、そのように思いがちであった傾向がなきにしもあらずの中で、非常にオープンな形

で学校教育を進めようと。今も教育長からございましたけれども、家庭、地域を含めて進

めるということで来たわけですけれども、やはり昨今の世の中と言いますか、起きている

事象を見ますと、子供たちが社会、世間の荒波にさらされているということを非常に感ず

るわけです。 

いろいろな、いじめの問題ですとか貧困の問題とか含めて、子供たちが直撃を受けてい

ますので、そのことについては社会と一緒になって解決をしていかなければいけないとい

うスタンスが非常に重要だと思いますので、今回のこのまとめというのは、その意味では

非常にまた、より一歩進んだような形で、ステップアップしたような形で整理がされてい



ますので、是非その辺の認識を持ちながら、また皆さんとよく意見交換をしながら進めて

いきたいと考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。  

［西田委員長         ］ 

 岡本委員。 

［岡本委員          ］ 

 質問というより、今までの議論の感想と今後について、一言申し上げたいと思います。 

まず、はじめに教育委員の中でも随分議論しまして、このようにまとめていただいた事

務方のご苦労に大変感謝申し上げます。先ほど教育長からもお話がありましたように、地

域のリアリティを的確につかむ、そして、それを子供さんによく理解していただくという

ことですので、私たちが今後しなければいけないことが、二つあると思います。 

 まず、一つは市民の皆さんに、このことをよく理解していただかなければならないと思

います。それと同時に、一番大事な学校現場の先生方のご努力――もちろん我々も支援を

して――大変だと思いますけれども、この二つの観点から、今後、具体的にどのようなこ

とをしていけば、皆さんが今おっしゃっていたようなことを、よりよくできるか。まだ、

これからのことも、たくさんあろうかと思いますけれども、その辺をお話しいただければ

と思います。 

［米田教育長         ］ 

 まず、幼小研、中教研のオープニングが５月にありますので、もう一度改めて全教員と

一緒に共有したいと思っています。 

それから、市Ｐ協からリクエストをいただいて、今、学校現場で一番力を注いでいるこ

とをプレゼンしてもらえないか、というオファーが昨年６月にあって、２時間ほど時間を

もらって、昨年９月でしたか、やりました。そのようなものをいただいていますので、そ

こでもと思います。６月の総会のときにちょっとでもできればと思っていますが、いずれ

にしても具体的に動きたいと思います。 

［西田委員長         ］ 

 ほかにご質問はございませんか。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご意見を伺います。濵屋委員。 

［濵屋委員          ］ 

 生涯学習の説明の中で、学ぶ、つながる、行動する、という三つの視点を説明ください

ましたが、これが一つのキーワードになっているのではないか、そして、この言葉が「学

ぶ力プロジェクトの推進」の中にある「学びの循環」につながっていると思います。これ

を、これからいかに、いろいろな形で循環させていくことができるかということが、課題

ではないかと感じています。 

先日、学ぶ力プロジェクトの発表会に出たときに、関わった先生方が発表の中で、この

研究会の中で学んできたことを、先生方全体の研修会の中でお話ししたいとおっしゃって

いました。学ぶために対象に出会って、何かに疑問を感じ、それを自分なりに明らかにし

ていくことによって、あるいはともに友達と学びながら、また新たな疑問が湧いてくると

思いますけれども、それに向き合っていくような学びの仕方を、これからもつくっていた



だけたらよいかなと思います。その具体的な内容を、これからさらに学校の先生方とも話

し合っていけるとよいのではないかと感じました。 

［西田委員長         ］ 

 髙木委員。 

［髙木委員          ］ 

 学校教育部門と生涯学習部門、来年度の主要な取り組みについて、非常にうまく整理を

していただいたということを強く感じています。決して昨年までが、わかりにくいという

ことではなかったのですけれども、何をしなければいけないのか、あるいは重点なのかと

いうことが、うまく整理ができたということで、大変ご苦労いただきましたけれども、そ

のように強く感じています。 

 ですから、これから今後の進捗ですとか、また次年度に向けて課題や問題の整理という

ことで、うまく活用できるのではないかと思いますし、一段と日野の教育行政がステップ

アップしていくのではないかということを期待していきたいと思います。  

［西田委員長         ］ 

 岡本委員。 

［岡本委員          ］ 

 具体的な話ですけれども、昨年度もいろいろ先生方の研究発表会とか研修会等に出させ

ていただきまして、私の感じですけれども、過去数年と比べて随分活発というか、非常に

充実してきているのではないかと思います。 

と申しますのは、私よく申し上げていましたけれども、研究発表会というのは一般社会

でもあると思いますけれども、相当の激論というか、いろいろな議論をされていると思い

ます。もちろん教育の現場ですから、そのような方向とは違うかもしれませんけれども、

しかし最近、ワークショップ等を取り入れて、学校現場の生の先生方の日常、どこら辺で

非常に苦労されているのか、それと、例えば大学の先生方がおっしゃる教育論というか、

そのようなものと、どのような関係をしているのか。あるいは、それに対して自分はどの

ような考え方があるかということを聞くようなケースが、私は随分増えたと思っておりま

すので是非、今年２９年度、研修会、研究発表会もですけれども、充実するように支援を

していただきたいと思います。 

［西田委員長         ］ 

 たくさんのご意見ありがとうございました。大変よく検討、整理された２９年度に向け

ての主要な取り組みという、ご意見をいただきました。 

 ほかにご意見はございませんか。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。第２次日野市学校教育基本構想及び日野市生涯学習推進基本構想・基本

計画に基づく平成２９年度の主要な取り組みの策定について、を原案のとおり決すること

に異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 



 異議なしと認めます。議案第５３号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

議案第５４号・第４次日野市特別支援教育推進計画の策定について、事務局より提案理

由の説明をお願いします。 

 

○議案第５４号 第４次日野市特別支援教育推進計画の策定について 

 

［横井教育支援課長      ］ 

議案第５４号・第４次日野市特別支援教育推進計画の策定について、ご説明申し上げま

す。 

第４次日野市特別支援教育推進計画を次のように策定するものでございます。 

提案理由でございます。これまで平成２８年度までを計画期間とする第３次日野市特別

支援教育推進計画により、各種特別支援教育の事業を進めてまいりました。来年度以降、

日野市の特別支援教育をさらに推進するために、平成２９年度から平成３１年度を計画期

間とする、第４次日野市特別支援教育推進計画を策定するものでございます。  

この計画の策定に当たっては、第４次日野市特別支援教育推進計画策定委員会を設置し

て、学識経験者２名、市民２名、特別支援学校と小・中学校の校長３名を含む１３名の委

員による延べ４回の策定委員会、パブリックコメントのご意見などを踏まえて策定したも

のでございます。また、特別支援学級の固定学級、特別支援教室、情緒障害等通級指導学

級に在籍する保護者の方を対象としたアンケート調査を行い、アンケート結果を踏まえて

計画を策定してございます。 

１枚めくっていただいて、目次をご覧いただきたいと思います。 

この計画は、第１章から第５章までの構成になってございます。第１章で計画の概要、

第２章で推進計画の基本理念と推進目標、第３章で日野市における特別支援教育の現状と

課題、第４章として、この計画の主要部分となる、日野市の特別支援教育推進に向けた具

体的な施策、第５章として計画の進行管理となってございます。  

２ページ、第１章、計画の概要をご覧ください。 

計画策定に当たっての趣旨でございます。平成１８年度に日野市特別支援教育推進計画、

平成２３年度に第２次日野市特別支援教育推進計画を策定し、平成２５年度には第３次日

野市特別支援教育推進計画を策定、平成２８年度までを計画期間として推進してまいりま

した。今後もさらに特別支援教育を推進する必要性があることから、平成２９年度から平

成３１年度までの３年間に取り組む施策等について、今回、第４次日野市特別支援教育推

進計画としてまとめてございます。 

４ページをご覧ください。 

第２章、推進計画の基本理念と推進目標でございます。  

基本理念につきましては、第３次日野市特別支援教育推進計画と同様の趣旨となってご

ざいます。推進目標としましては、四つの項目を掲げてございます。この項目にかかわる

具体的な施策につきましては、後ほど第４章のところでご説明をさせていただきたいと思

います。 



５ページをご覧ください。 

第３章、日野市における特別支援教育の現状と課題です。 

こちらは、さきに策定しました第３次までの推進計画により進めてまいりました各種事

業の取組状況を、ページといたしましては１５ページまで、また、特別支援学級の現状と

推移を１６ページから２３ページまで、保護者アンケートの結果を２４ページから２９ペ

ージまで、特別支援教育の課題を３０ページから３３ページまで記載してございます。 

３４ページをご覧ください。 

３４ページから４０ページまでは、第４章、日野市の特別支援教育推進に向けた具体的

な施策です。 

先ほど第２章に掲げました推進目標の各項目につきまして、それぞれ具体的な施策とし

て記載してございます。その中で重点施策として五つの施策を掲げてございます。 

まず３４ページ、推進目標１、幼児期から学校卒業後まで、かしのきシートを活用した

切れ目のない相談・支援体制を、市全体で構築するため、三つの施策を記載してございま

す。 

ここでは（２）エールを中心にした関係機関との連携支援体制の拡充、（３）「かしのき

シート」による支援情報の共有と活用、を重点施策としてございます。いずれの施策も教

育と福祉、エールと関係機関との連携を掲げており、かしのきシートをツールとして活用

し、市全体で切れ目のない支援体制の構築を進めることとしてございます。 

３５ページ、推進目標２、全ての学校、教室において、子供の特性への理解を図るとと

もに特別支援教育の視点を生かした質の高い教育を行うため、四つの施策を掲げてござい

ます。 

ここでは（１）教員の理解並びに指導力向上に向けた取組の推進、を重点施策としてご

ざいます。いずれの施策も、子供の特性の理解、教員の指導力向上などにより学校の支援

体制の充実を進めることとしてございます。 

３７ページ、推進目標３、一人一人の子供が安心して豊かに学べる教育環境を整備し、

新たな特別支援教育推進体制を構築するため、四つの施策を掲げてございます。 

特に（１）小学校における特別支援教室（ステップ教室）の導入、（２）中学校における

特別支援教室（ステップ教室）の導入、を重点施策としてございます。ここでは、新たな

制度である特別支援教室の整備をはじめとした各種教育環境の整備を推進することとして

おります。また、中学校における特別支援教室の導入につきましては、東京都のモデル事

業としていち早く実施をすることにより、その効果や課題を検証することとしてございま

す。 

３９ページをご覧ください。 

推進目標４、家庭や地域との連携を一層進め、共生社会の実現を目指すため、四つの施

策を記載してございます。 

ここでは、幅広い範囲を対象に様々な手法で共生社会の理解・啓発を推進することによ

り、共生社会の実現を目指すこととしてございます。  

４１ページをご覧ください。 

最後に、第５章として、計画の進行管理（推進体制）でございます。 



計画の進行管理につきましては、平成２９年度以降に特別支援教育推進委員会を設置し

て、計画各施策の進捗状況の把握とともに、今後の日野市の特別支援教育についても検討

してまいります。 

全体を通しまして、障害者権利条約を批准、障害者差別解消法が制定された昨今の状況

を鑑みて、障害者の人権を尊重するという意味合いからも、今後将来を見据えて障害を特

性と表現するほうがよいという意見が委員会の中でございました。委員全員の同意を得た

形で、国、東京都等で規定されている障害、固有名詞的なものを除きまして、極力、特性

という言葉を使用するように努めてございます。 

以上、日野市の特別支援教育をさらに推進するため、第４次日野市特別支援教育推進計

画を策定するものでございます。 

簡単ではございますが、説明は以上とさせていただきたいと思います。ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

［西田委員長         ］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたら、お願いいたします。髙木

委員。 

［髙木委員          ］ 

 今回の推進計画は、推進計画の委員の皆様のご尽力等によりまして、非常によいものが

できているということを感じました。今も説明がございましたけれども、用語の使い方に

ついても、先進的な知見に基づいて整理をいただいたということで、妥当ということを強

く感じている次第です。 

その中で１点、５章にあります計画の進行管理で今後、特別支援教育推進委員会を設置

し、と謳われているわけですけれども、その設置の目安ですとか運営方法等々について、

現時点での計画がございましたら、お伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

［横井教育支援課長      ］ 

 今、ご質問いただきました特別支援教育推進委員会の計画でございます。平成２９年度

は３回もしくは４回の委員会の開催を予定してございます。そちらにつきましては、今回

の策定委員会では市民委員の方も入っていただくような形でございましたが、市民委員の

方は今回はない形でございますが、学識経験者もしくは現場の特別支援学校、小・中学校

の校長先生等、今回の策定委員会に近いような委員構成の形を整えまして、特別支援教育、

現場に携わっている方も含めまして、年に３回もしくは４回の委員会を開催して、現状把

握、進行管理までしていきたいと考えてございます。 

［西田委員長         ］ 

 ほかにご質問はございませんか。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご意見を伺います。岡本委員。 

［岡本委員          ］ 

 先般、文科省の教育委員の研修会に出させていただきましたけれども、そのときに他都

市からも、日野市の特別支援の動きとか、具体的なやり方について非常に着目していると、



どちらかと言うとすばらしい――手前味噌かもしれませんけれども――というような観点

からのご発言だったと思います。確かに全国から先生方が、日野市に訪問をされて現場を

見られるというようなことも多々ありますし、もちろん市民の方も一番ご存知なわけです

けれども、先ほど、お話があったように、例えば障害から特性というような、単なる言葉

の定義の変更ではなくして、流れとしても大きなターニングポイントだと思いますので、

例えば「広報ひの」に特集くらい組んでいただいて、大いに日野市民の方にも理解をして

いただいて、一般によく知っていただくということが、よいのではないかと思います。 

［西田委員長         ］  

濵屋委員。 

［濵屋委員          ］ 

 お話を聞いて、二つ大事な言葉があると思いました。 

一つは共生社会の実現です。 

もう一つは、やはり子供の特性の理解を図ることだと思いました。この推進目標の２番

目のところに、特性への理解や合理的配慮への対応などについて、学校や教員の意識啓発

を図ります、ということがありますが、特性に応じた配慮というのが何かというのは、個

によって違うと思うのです。ですから、そこには、どのような配慮をすればよいかという

ことについて、先生方の迷いとかもあると思いますので、それがどのようなものなのかと

いうことを広く情報収集して、データを集めて、国にはデータベースみたいなものもあり

ますので、そのようなものも利用しながら、個に応じたどのような変更、及び調整が必要

なのかということを、これから具体的な例を積み上げていっていただきたいと、そのよう

に感じました。 

［西田委員長         ］ 

 米田教育長。 

［米田教育長         ］ 

 そこが一番大切なことだと思います。人それぞれ、すべての人に学び方には特性がある

ということです。学び方が違うということです。それぞれに合わせた支援の方法があると

いうことです。自分の力で越えられる人もいれば、働きかけ、支援が必要な人もいる。そ

れを今、実践の中で積み重ねているものを、どのように見える化するかということが、み

んなで共有して、これを具体的にもっともっと広めていくということだと思います。文科

省の委託事業等も活用して、一歩一歩進めていきたいと思いますので、さらに努力したい

と思います。 

［西田委員長         ］ 

 ほかにご意見はございませんか。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。第４次日野市特別支援教育推進計画の策定について、を原案のとおり決

することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 



 異議なしと認めます。議案第５４号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

議案第５５号・日野市立学校教科用図書採択要綱の制定について、事務局より提案理由

の説明をお願いします。 

 

○議案第５５号 日野市立学校教科用図書採択要綱の制定について  

 

［記野教育部参事       ］ 

 議案第５５号・日野市立学校教科用図書採択要綱の制定について、でございます。 

 提案理由についてでございます。平成２９年度日野市立学校教科用図書の採択にあたっ

て要綱を制定するものでございます。 

 議案書の１２ページをお開きください。 

 本要綱につきましては、教科用図書の採択という重要な事務手続を定める要綱でござい

ますので、教育委員会にお諮りさせていただくものでございます。 

 今回採択される教科用図書は、一部改正された学習指導要領のもと、新たに文部科学大

臣の検定を経た教科用図書で、小学校で平成３０年度から使用することとなります。 

 それでは、要綱の条文に沿ってご説明いたします。 

 １２ページの第１条は本要綱の目的でございます。 

 第２条は、採択を行う教科用図書についてです。 

採択を行う教科用図書は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書の中から採択するもの

です。採択を行う教科用図書は、議案書の１５ページの別表第１にありますように、小学

校１種目「特別の教科 道徳」についてでございます。 

 続きまして１２ページにお戻りいただきまして、第３条、採択の時期でございます。  

教科用図書の採択は、その年度の８月３１日までとする規定です。教科用図書の採択に

つきましては、８月の教育委員会で採択していただくよう、事務手続を進めてまいりたい

と考えております。 

 次に、第４条、第５条、第６条についてです。 

採択に関する組織として、審議会、教科委員会を設けること。また、組織の委員構成等

について定めたものです。審議会の委員につきましては、１５ページの別表第３のとおり、

委員１２名の構成となります。また、別表第３の下段の２にありますように、保護者の選

任に当たりましては、より広い視野を持ったＰＴＡの代表から選任としたいと考えており

ます。また、その下３にありますように、今回の採択の際には中学校の保護者に２名入っ

ていただくことで、小中の一貫性の視点からもご意見をいただき、検討、審議を深めてい

きたいと考えております。 

 次に１３ページにお戻りいただきまして第７条でございます。  

審議会の任務として、教育委員会に答申するまでの審議会、教科委員会、学校における

任務について規定したものでございます。 

 続いて１４ページ、第８条、委員資格についてです。 

各号のいずれかに該当する者は、委員に就任することができないという規定です。  



 次の第９条に採択結果等の公表、公開、第１０条には守秘義務が規定されております。 

 付則についてでございます。この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年

８月３１日限りで、その効力を失うものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

［西田委員長         ］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたら、お願いいたします。  

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご意見を伺います。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。日野市立学校教科用図書採択要綱の制定について、を原案のとおり決す

ることに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 

 異議なしと認めます。議案第５５号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

議案第５６号・日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の一部を改正する要

綱の制定について、事務局より提案理由の説明をお願いします。  

 

○議案第５６号 日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の一部を改正する要

綱の制定について 

 

［兼子庶務課長        ］ 

議案第５６号・日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の一部を改正する要

綱の制定について、ご説明申し上げます。 

提案理由です。経済的理由により、就学が困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に

対して支給する要保護及び準要保護児童生徒援助費の充実を図るため、要綱の一部を改正

するものでございます。 

今回の主な変更点は、申請時に源泉徴収票などの添付書類の提出をなくし、教育委員会

が市民税の所得情報を確認すること、そして新入学学用品費を入学前に支給すること、と

いう２点でございます。 

それでは新旧対照表でご説明申し上げます。２１ページをご覧ください。  

下線部分が改正部分となります。 

第１条と第２条は、入学前に支給する対象を定めるための改正となります。 

第３条の支給費目ですが、２２ページをご覧ください。 

第１項の（１０）は、新入学学用品費の入学前支給の品目を新たに追加するものでござ

います。 

第３条、第３・第４項は、入学前支給を規定すること。そして入学前支給の判定は、前々

年度の所得情報になるのに対し、入学後の支給の場合は前年の所得で判定することになる



ため、翌年に収入が基準内に減尐した場合でも支給できるよう規定したものでございます。

なお、入学前支給を受けた場合は支給いたしません。 

第５条は、申請時に源泉徴収票等の添付書類をなくすための改正でございます。 

また、２３ページから２５ページまで、支給金額を別表として追加で掲載したものでご

ざいます。なお、新入学学用品費の金額についてですが、国の基準が上がりましたので、

日野市もその基準に合わせた金額を掲載し、支給する予定でございます。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

［西田委員長         ］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたら、お願いいたします。髙木

委員。 

［髙木委員          ］ 

 現状の援助費等も含めて、状況について説明をしていただきたいと思いますので、第３

条関係での別表で実費額となっているものの金額、これは市内の平均でも結構ですけれど

も、実費額ですとか、対象者の人数、それから全体としてどれくらいの費用がかかってい

るか等について、ご説明いただければと思います。 

［兼子庶務課長        ］ 

 それでは順を追って表の上からご説明申し上げます。 

まず学校給食費です。給食費については単価が、小学校低学年１・２年生が月額４，０

００円、３・４年生が４，３５０円、高学年５・６年生ですが４，７００円、中学校が５，

３５０円となっております。対象人数ですが、小学校、これは延べ人数になります、１１，

２９１名、金額にして年間４，９００万円程度になります。中学校です、７，３４０名、

およそ３，９００万円となっております。 

校外活動費になります。まず小学校の一人当たりの校外活動費が２，２２８円、中学校

が２，８３８円。小学校対象人数１，０８４名、金額にして２５６万円余りとなります。

中学校対象人数３５８名、合計金額で１２６万円余りとなっております。 

 次に移動教室費になります。小学校一人平均５，３２６円、対象人数は１８９名、総額

として１００万６千円余り。中学校はスキー教室になります、一人当たり４６，１８８円、

対象人数２１７名、総額１，００２万２千円余りになります。 

 修学旅行費になります。小学校修学旅行一人当たり２７，４６８円、対象人数２１７名、

金額にして５９６万円余り。中学校になります、一人当たり５６，４８６円、対象者数２

４３名、総額で１，３７２万円余りとなっています。 

 中学の体育実技用具費になりますが、対象人数が１２２名で４６万１，６００円になっ

ております。 

 この就学援助の総額になりますが、２７年決算値ですが、１億７，１００万円余りとい

う状況でございます。 

［西田委員長         ］ 

 ほかにご質問はございませんか。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご意見を伺います。 



［西田委員長         ］ 

 なければ、ご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の一部を改正する要

綱の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 

 異議なしと認めます。議案第５６号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

議案第５７号・日野市立学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定について、事務

局より提案理由の説明をお願いします。 

 

○議案第５７号 日野市立学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定について  

 

［加藤学校課長        ］ 

議案第５７号・日野市立学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定について、ご説

明申し上げます。 

議案書の２７ページをご覧ください。 

はじめに提案理由でございます。こちらは「雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等に関する法律」及び「育児休業、介護休暇等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律」の改正に伴い、規程の一部を改正するものでございます。  

恐れ入りますが、議案書２９ページをお開きください。 

新旧対照表でご説明させていただきます。  

今回の改正は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止を規定するため

のものでございます。 

はじめに第８条の２の２として、職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女

性職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。  

その下でございます。第８条の２の２第２項として、職員は、他の職員が妊娠、出産、

育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務

環境を害する言動を行ってはならない、とする条項を追加するものでございます。 

議案書の２８ページになります。 

付則でございます。本規則は、公布の日から施行するものでございます。  

説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

［西田委員長         ］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたら、お願いいたします。  

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご意見を伺います。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。日野市立学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定について、を原



案のとおり決することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 

 異議なしと認めます。議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

議案第５８号・東光寺小学校学校運営協議会委員の任命について、事務局より提案理由

の説明をお願いします。 

 

○議案第５８号 東光寺小学校学校運営協議会委員の任命について 

 

［加藤学校課長        ］ 

 議案書の３１ページになります。 

議案第５８号・東光寺小学校学校運営協議会委員の任命について、ご説明申し上げます。 

はじめに提案理由でございます。東光寺小学校学校運営協議会委員の任期が平成２９年

３月３１日をもって終了するため、日野市学校運営協議会規則第７条第１項の規定に基づ

き、任命をするものでございます。 

次のページ、３２ページをご覧ください。  

今回任命させていただきます１６名の委員の名簿でございます。 

名簿、左から氏名、住所。また備考欄には規則第７条で規定する保護者、地域住民など

の選出の理由が記載されております。また、一番右側は、今回の任命により委員の方が何

期目の任命になるのかを記載したものでございます。 

最後に、任期につきましては、平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日までの２

年間でございます。 

説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。  

［西田委員長         ］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたら、お願いいたします。岡本

委員。 

［岡本委員          ］ 

 日野市は東光寺を含めて２校が学校運営協議会を設置しておりますけれども、今後のコ

ミュニティスクールの流れと言いましょうか、方向を考えて、現在、東光寺小学校の運営

協議会でやっておりますテーマと、そしてまた、それについてどのような議論があって、

解決策ではないですけれども、どのようにしましょうというようなことを、差し支えなけ

ればの範囲で結構ですけれども、参考までにお尋ねしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

［加藤学校課長        ］ 

 テーマといたしましては、地域ということになるかと思います。東光寺小学校の例で言

いますと、地域での見守り活動であるとか、地域に根差した郷土学習、かるたを通しての

郷土学習等、行われております。また平成２８年度は、地域の避難所としての開設準備、

会員の中心的な役割を担っているということでございます。  



また、会の中で話し合われている内容といたしまして、今後の課題としては、子供たち

の放課後や土曜日、夏休みなどの居場所づくり、また、家庭の教育力の低下などについて、

地域ぐるみで子育てに取り組む必要があるとして、協議会の中で話し合いがされていると

ころでございます。 

［西田委員長         ］ 

 ほかにご質問はございませんか。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご意見を伺います。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。東光寺小学校学校運営協議会委員の任命について、を原案のとおり決す

ることに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 

 異議なしと認めます。議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

議案第５９号・日野市立教育センター所長の任命について、事務局より提案理由の説明

をお願いします。 

 

○議案第５９号 日野市立教育センター所長の任命について  

 

［阿井教育センター事務長   ］ 

議案第５９号・日野市立教育センター所長の任命について、ご説明申し上げます。 

提案理由でございます。日野市立教育センター所長の任期が平成２９年３月３１日をも

って終了するため、新たに任命するものでございます。  

３６ページをお開きください。 

氏名、住所につきましては、記載のとおりでございます。 

任期です。平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まででございます。  

以上でございます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

［西田委員長         ］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたら、お願いいたします。  

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご意見を伺います。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。日野市立教育センター所長の任命について、を原案のとおり決すること

に異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 



 異議なしと認めます。議案第５９号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

 これより議案第６０号及び議案第６１号の審議に入りますが、これらの案件につきまし

ては公開しない会議といたしますので、関係職員以外の事務局説明員は退席しても差し支

えないと思います。異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 

 異議なしと認めます。関係職員以外の事務局説明員は退席してください。なお、本件の

終了をもって、平成２８年度第１２回教育委員会定例会を閉会といたします。  

（関係職員以外退室） 

 

 「教育職員の内申の専決処分について」 

 「教育委員会職員の分限休職の専決処分について」 

 

  は公開しない会議の中で審議。 

 

［西田委員長         ］ 

 以上をもちまして、本日の案件はすべて終了いたしました。これにて平成２８年度第１

２回教育委員会定例会を閉会いたします。 

閉会１５時０４分 


